
企画提案書等の提出について 

下記（ア）（イ）を作成して９部を提出すること。 

（ア）企画提案書 

記載内容は次のとおりとする。 

記載内容 

コンセプト・

コンテンツ 
仕様書及び公募公告別紙３「審査基準」に沿った内容 

デザイン性 

（見やすさ） 

仕様書及び公募公告別紙３「審査基準」に沿った内容 

※企画提案にあたっては、以下の公開サイトのページイメージを提出。 

①トップページのサイトデザイン 

②伝統工芸品等の紹介ページ（一例） 

③その他（必要に応じて提案） 

サイト閲覧 

促進策 
仕様書及び公募公告別紙３「審査基準」に沿った内容 

実施体制 仕様書及び公募公告別紙３「審査基準」に沿った内容 

経費 仕様書及び公募公告別紙３「審査基準」に沿った内容 

その他 仕様書及び公募公告別紙３「審査基準」に沿った内容 

（注１）提出された企画提案書は、提案を行った者に無断で使用しないものとする。 

（注２）企画提案書の内容は、見積経費の範囲内で実現できるものに限るものとし、別途新た

に費用が生じるものは記載しないこと。 

（注３）既存の他のホームページから本件画面イメージ等の作成のために画像を転用すること

は可能とする。ただし、著作権等に留意すること。 

（注４）提案内容は、見積金額の範囲内で実現できるものに限るものとし、別途新たに費用が

生じるものは記載しないこと。 

（イ）別添資料 

以下を添付すること。 

①見積書（任意様式） 

⑴ 一括計上ではなく、第三者による客観的な判断が可能な積上げ方式により、必要とな

る経費について見積もること 

⑵ 構築業務及び運用・保守業務のそれぞれの小計を記載すること 

⑶ 次年度以降の運用の参考とするため、⑵に加え、年間（12月分）の運用・保守業務の

小計を記載すること。 

⑷ 日本国通貨、かつ、消費税及び地方消費税込の額で作成すること。 

⑸ 仕様書に記載する委託業務を実施するために必要な全ての経費を含むものとする。 

⑹ 宛名は「香川県知事 池田豊人」とする。 

別紙２ 


